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工事件名

図面名称

図面番号 作成月日

別府駐屯地業務隊管理科営繕班

２　工事場所　陸上自衛隊別府駐屯地　大分県別府市大字鶴見字鶴見原４５４８－１４３

４　一般事項

（１）適用

　　イ　本工事の実施に当たっては、関係諸法規を遵守するものとする。

　　ウ　建設業法一部改正により、元請業者が下請業者と下請契約を締結して工事を実

　　　施する場合は、官側へ施工体制台帳を提出すると共に主任技術者の保有する資格

　　　証明書の写しを提出するものとする。

（２）工事中の安全確保

　　ア　請負業者は、駐屯地内で工事を行う場合、駐屯地内への立ち入り及び行動は、

　　　当該駐屯地の規則（出入門手続き・火気取扱・工事用通行路等）及び駐屯地関係

　　　者の指示を遵守して行うものとし、工事箇所外への立入りを禁止する。やむをえ
　　　ず工事箇所外への立入りを必要とする場合は、監督官の承認を得るものとする。

　　イ　工事の安全管理には十分留意し、必要に応じて危険防止措置を講じるとともに

　　　作業員への指導を徹底するものとする。

　　ウ　本工事において発生した事故等は、請負業者の責任によるものとする。

　　エ　請負業者は現場の整理整頓、清掃を実施するものとする。

　　オ　喫煙は、指定された場所及び時間のみとするものとする。

（３）駐屯地内工事

　　　ア　駐屯地内の施設等に損傷を与えないように十分注意して施工するものとし万

　　　　一破損させた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負業者の責任にお

　　　　いて速やかに原形に復旧するものとする。

　　　イ　本工事の写真は、カメラを使用し、着工前、施工中、完成時及び監督官の指

　　　　示するところを撮影し、アルバム（A4）に整理した後、１部（カラー）監督官

　　　　に提出するものとする。特に、隠ぺい箇所についてはこまめに撮影する。

　　　ウ　本工事では原則として、駐屯地内の用水、電力の使用はできない。やむをえ

５　特記事項

（１）共通

　　　　なお、最終処分は工期内に確実に終了させるものとする。

　　　オ　監督官の示す書類等は速やかに提出するものとする。

　　　　使用するものとする。

　　　　ず使用する場合は、仮設メーター等を設置し使用料を徴収するものとする。

　　　エ　工事期間内に完成検査まで確実に終了させるものとする。

　　　エ　本工事に使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみを

　　　　合は、監督官と協議し、その指示に従うものとする。
　　　カ　請負者は仕様書及び現地において、相違、疑義あるいは不明な点が生じた場

　　　キ　本工事において、本仕様書に明記なき事項でも施工上当然すべき事項につい

　　　　ては、請負業者の負担で実施するものとする。

　　　ア　本工事の着手に際しては、請負業者による現状の確認、採寸等を実施し、施

　　　　工図(承認図)を作成し監督官の承認を得た後、実施するものとする。
　　　イ　本工事で発生した金属類は、監督官の指示に従い所定場所に集積し、発生材

　　　　調書を提出するものとする。その他は産業廃棄物として処分するものとする。

　　　ウ　本工事により発生する産業廃棄物の処分は、「破棄物の処理及び清掃に関す
　　　　る法律」(昭和４５年１２月２５日法律第１３７号）に基づいて適正に処分する

　　　　部提出するものとする。

　　　　ものとする。また、産業廃棄物の処分に際してマニフェスト(Ｅ票の写し)を１

配置図　S＝1/4,000
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仕　　様　　書

　　　

　　　とする。
　　　また、これらに明記なき事項については、監督官との協議により実施するもの

　　ア　本工事は、本仕様書によるほか、国土交通省土木工事共通仕様書の定めると
　　　ころに従い誠実に行うものとする。
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　　　　のうえ実施するものとする。

（２）コンクリート舗装・U型側溝
　　　ア　雨水がコンクリート舗装よりＵ型側溝へ流入すよう施工するものとする。

令和７年度　別府駐屯地構内整備工事

１　工事件名　令和７年度　別府駐屯地構内整備工事

施工箇所

　　　オ　現地での工事実施期間は監督官との調整によるものとする。

　　　キ　本仕様書に記載なき事項でも取り合い上必要とされる事項は、監督官と協議

　　　カ　工事前に消防署へ「危険物製造所等補修届出書」を提出するものとする。

３　工事概要　燃料置場舗装整備　・・・　コンクリート舗装１１４㎡、附帯設備一式

令和７年８月１日

　　　オ　発生土については、施工敷地内敷均または場外にて適切に処分すること。
　　　エ　施工箇所は火気厳禁地区であるため、火気の取扱いは柵外にて行うこと。

　　　　るものとする。

　　　イ　Ｕ型側溝布設の際は、空練りセメント等により不陸調整を行うものとする。

　　　ウ　新設側溝は、既設側溝へ接続とし雨水が既設油分離槽へ流入するよう施工す
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